
１　事業の概要と実績

※金額については１円単位で記入してください

２　事業実施状況に対する評価

３　今後の事業展開（事務改善）

指標
町民、町内事業者受入件数（受入対応日数）（第二次実施計画）
寒川町民に関するごみ受入日数（第三次実施計画）

【 平成28年度 第1回提出 】　業務棚卸評価シート

No. 24 シート作成者 - -

事業の目的
ごみ処理の広域化を図ることにより、効率的かつ、安全・安定的な
ごみ処理事業を確立する

事業の概要
寒川町民及び事業者が搬入をスムーズに行えるよう受付に非常勤嘱託職員を配置し対応している。
今後も適切に非常勤嘱託職員を配置する。

事務事業名 広域処理に伴うごみの搬入業務 事務区分 自治事務 部課かい名 環境部　環境事業センター

事業の目標 効率的で安定的なごみ処理を実施

27年度（第2次実施計画） 28年度（第3次実施計画） 29年度（第3次実施計画） 30年度（第3次実施計画）

対象 茅ヶ崎市民・寒川町民 事業の性質区分 政策 業務計画 ■

目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値

10,000件（311日）
15,256件（311日）

（311日）
310日 310日 309日

決算額 13,976,740

執行率 88.5% 0.0%

27年度 28年度 29年度 30年度

事
業
費

実施計画事業費 - 18,460,000 15,333,000 13,789,000

予算額 15,784,263 18,460,000

10.93

職員 3.82 3.81

#DIV/0! #DIV/0!

臨時・非常勤等 9.83 7.12

従事者数 13.65

国庫支出金

地方債

1,646,000 1,721,000

県支出金

一般財源 12,303,740 15,121,240

　事業の必要性

財
源
内
訳

特
定
財
源 その他

平成14年10月から寒川町の可燃ごみの処理を開始して以降、平成27年4月からは新たに、不燃ごみの受入・処理も開始した。効率的なごみ処理の観点から、広
域処理の必要性は高い。また、茅ヶ崎市民及び寒川町民がごみの直接搬入を行うための、受入対応職員に関しても必要性が高い。
ここで、ごみの直接搬入の一般廃棄物処理手数料については、平成20年度の条例改正以降変更がなく、ごみの減量化と資源化の推進、「茅ヶ崎市経営改善方
針」に基づきごみ処理原価に沿った、受益者負担の適正化の観点及び近隣市との均衡を考慮する観点から見直しを図る必要がある。

　事業実施状況に対する分析（課題の抽出）

事
業
成
果

平成27年度から開始された、寒川町の不燃ごみ受入・処理について円滑に進んだ。
一般廃棄物処理手数料について、平成27年度はごみ処理原価算出のための基礎データ収集、近隣市における手数料改定状況を調査し、見直しの際
に必要となる資料をまとめることができた。

事
務
効
率

ごみの直接搬入を行うための、受入対応職員については非常勤嘱託職員を活用し、経費の節減を図った。また、搬入実績を反映した適正な人員構成
によりさらなる経費節減に努めた。

　事業成果及び事務効率に対する評価

実施手法は効率的かつ効果的であり、成果は今後見込める

今後の事業展開（事務改善）

改善の方向性 27年度の評価を踏まえた28年度以降の取組内容

事業（活動）の成果を高める
28年度は、引き続き適正な人員構成の非常勤嘱託職員の活用と、これまでの取組の総括として一般廃棄物処理手数料
について、受益者負担の公平性・公正性を確保するため、消費税率の変更を注視しながら、茅ヶ崎市経営改善方針に基
づき、平成29年度中の条例改正に向けて事務手続きを進める。



４　事業を構成する活動に係る改善内容

実績値 予算額（円） 決算額（円）

市民・市内事業者によるごみの直接搬入の受入及び手数料の賦課・徴収 ごみの受入対応日数 年311日 年311日

事業を構成する活動（27年度）

項番 活動内容 活動指標 目標値

13,976,740

24-2 一般廃棄物収集運搬許可業者の搬入ごみの検査・指導 検査の実施回数 12回 12回

24-1

24-3
寒川町の収集運搬許可業者・町民・事業者によるごみの受入及
び手数料の賦課・徴収

ごみの受入対応日数 年311日 年311日 15,784,263

24-4 一般廃棄物処理手数料の見直し 検討会議の開催 年10回 年10回

27年度活動の結果を踏まえた28年度以降の改善内容

項番 改善内容 経営改善方針への位置付け

24-1 茅ヶ崎市内の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、これまでどおりごみの受入対応を行う 位置付けない

24-2 27年度から開始された「ごみ焼却処理施設基幹的設備改良事業」期間中の安全確保の視点から新たな指導指標を検討する 位置付けない

24-3 寒川町内の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、これまでどおりごみの受入対応を行う 位置付けない

24-4 これまでの総括となる手数料改正に向けた事務手続きを進め指標を検討する 既に位置付けている

予算額（円） 決算額（円）

年310日

年310日ごみの受入対応日数

ごみの受入対応日数

事業を構成する活動（28年度）

項番 活動内容 活動指標 目標値 実績値

検討会議の開催回数 年10回

18,154,000

5-3 一般廃棄物処理手数料の見直しを行う。

目標値 実績値 予算額（円） 決算額（円）

【再設定項目】事業を構成する活動（28年度）

項番 活動内容 活動指標

5-4
一般廃棄物収集運搬許可業者の搬入ごみの啓発・指導を行
う。

啓発・指導の実施回数 年3回

5-3 一般廃棄物処理手数料の見直しを行う。 庁議の開催回数 年2回

寒川町の収集運搬許可業者・町民・事業者によるごみの受入及
び手数料の賦課・徴収をする。

市民・市内事業者によるごみの直接搬入の受入及び手数料の
賦課・徴収をする。

5-1

5-2



１　事業の概要と実績

※金額については１円単位で記入してください

２　事業実施状況に対する評価

３　今後の事業展開（事務改善）

【 平成28年度 第1回提出 】　業務棚卸評価シート

No. 6 シート作成者 - -

事業の目的
不法投棄の未然防止及び迅速な撤去を行うことで、地域の生活環
境の保全と公衆衛生の向上を図る

事業の目標 不法投棄件数の前年比１０件減

事業の概要
　不法投棄を防止するためのパトロール活動や、監視カメラの設置等による監視活動を引き続き実施し、不法投棄場所の早期発見、不法投棄及び不適正
処理の未然防止を図る。
　また、今後においても地域や警察等関係機関との連携に重視した未然防止対策に取り組む。

事務事業名 不法投棄防止事業 事務区分 自治事務 部課かい名 環境部　環境事業センター

指標 不法投棄件数（監視パトロールの日数）

27年度（第2次実施計画） 28年度（第3次実施計画） 29年度（第3次実施計画） 30年度（第3次実施計画）

対象 市民 事業の性質区分 定例・定型 業務計画 ■

目標値 実績値

前年比１０件減
（昼２５８日　夜９０日）

前年比４９件減
（昼２５８日　夜９０日）

前年比１０件減
（昼２５８日　夜９０日）

前年比１０件減
（昼２５８日　夜９０

日）

前年比１０件減
（昼２５８日　夜９０

日）

目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値

2,160,000

予算額 2,961,000 2,894,000

27年度 28年度 29年度 30年度

事
業
費

実施計画事業費 - 2,894,000 2,404,000

決算額 2,836,333

執行率 95.8% 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

臨時・非常勤等

従事者数 4.6 4.7 0 0

職員 4.6 4.7

国庫支出金

地方債

経済情勢の低迷に加え、今後予想される増税も動機となり、不法投棄の件数は増加が予想される。不法投棄対策は生活環境の保全と公衆衛生の向上の観点か
ら、市民ニーズが非常に高い事業である。

　事業実施状況に対する分析（課題の抽出）

事
業
成
果

不法投棄件数に関して前年比１０件減を目標としていたが、実績としては４９件減と大幅に上回った。パトロールについては、昼間２５８日・夜間９０日を
実施した。

事
務
効
率

これまでも、日常のパトロールや市民通報により発見した不法投棄を、地権者や投棄物所有者等を調査し適正に処理・原状回復に努めているが、更な
る迅速な処理が求められる。

一般財源 2,836,333 2,894,000

　事業の必要性

財
源
内
訳

特
定
財
源 その他

県支出金

　事業成果及び事務効率に対する評価

実施手法は効率的かつ効果的であり、成果があがった

今後の事業展開（事務改善）

改善の方向性 27年度の評価を踏まえた28年度以降の取組内容

事業（活動）の効率・成果を高める

各種団体の環境関連施設見学のコースに、市が日常業務で実施しているパトロールのコースを組み入れるとともに、新
たに市主催による市民（環境指導員）、神奈川県、警察と連携した取り組みとして、平成28年度より不法投棄多発地域で
ある小出地区及び鶴嶺西地区での合同パトロールを実施し、現状の把握及び意識の高揚を図り、早期発見や迅速処理
につなげていく。



４　事業を構成する活動に係る改善内容

事業を構成する活動（27年度）

項番 活動内容 活動指標 目標値 実績値 予算額（円） 決算額（円）

593,508

6－2 夜間監視パトロールの業務委託 パトロールの日数 年90日 年90日 2,100,000 1,922,227

6－1 昼間監視パトロール（職員による実施） パトロールの日数 年258日 年258日 600,000

220,806

6－4 不法投棄防止対策連絡会の開催 連絡会の開催 年1回 年1回

6－3 啓発看板の作成及び設置 看板の作成枚数 50枚 250枚 243,000

6－5 県市合同による不法投棄監視指導一斉取締りの実施 一斉取締り回数 年4回 年4回

27年度活動の結果を踏まえた28年度以降の改善内容

項番 改善内容 経営改善方針への位置付け

6－1 これまで同様に昼間監視パトロール（職員による実施）を実施する 位置付けない

6－4 これまで同様に不法投棄防止対策連絡会を開催する 位置付けない

6－5 これまで同様に県市合同による不法投棄監視指導一斉取締りを実施する 位置付けない

6－2 これまで同様に夜間監視パトロールの業務を委託する 位置付けない

6－3 啓発看板の作成及び設置をする 位置付けない

事業を構成する活動（28年度）

項番 活動内容 活動指標 目標値 実績値 予算額（円） 決算額（円）

19－2 夜間監視パトロールの業務を委託する パトロールの日数 年90日 年90日 2,100,000

19－1 昼間監視パトロール（職員による実施）を実施する パトロールの日数 年258日 年258日 600,000

19－4 不法投棄防止対策連絡会を開催する 連絡会の開催 年1回 年1回

19－3 啓発看板の作成及び設置をする 看板の作成枚数 50枚 50枚 243,000

19－5 県市合同による不法投棄監視指導一斉取締りを実施する 一斉取締り回数 年4回 年4回

【再設定項目】事業を構成する活動（28年度）

項番 活動内容 活動指標 目標値 実績値 予算額（円） 決算額（円）

19-6 市、市民（環境指導員）、県及び県警による合同パトロールを実施する パトロールの日数 2日


